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受付団体名 青森県東北町

令和　　年寄附分 市町村民税 寄附金税額控除に係る申告特例申請書受付書
道府県民税

住　所
受付日付印

氏　名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様

（切り取らないでください。）

　　　　　すると見込まれる者をいいます。

　(1)　東北町に対する寄付金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第１項の規定による申

　 　告書を提出する義務がない者又は同法第121条（第１項ただし書を除く。）の規定の適用を受ける者

　(2)　東北町に対する寄付金を支出する年の翌年の４月１日の属する年度分の市町村民税・道府権民税につ

　　 いて、当該寄付金に係る寄付金税額控除の控除を受ける目的以外に、市町村民税・道府県民税の申告書

　　 の提出（当該申告書の提出がされたものとみなされる確定申告書の提出を含む。）を要しない者

　②　地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者である □

　（注）　　地方税法附則第７条第２項（第９項）に規定する要件に該当する者とは、この申請を含め申告

　　　　　特例対象年の１月１日から12月31日の間に申告の特例の適用を受けるための申請を行う地方団体

　　　　　の長の数が５以下であると見込まれる者をいいます。

　　　　　申請事項変更届出書を提出してください。

（注２）　　申告の特例の適用を受けるために申請を行った者が、地方税法附則第７条第６項（第13項）各

　　　　　号のいずれかに該当する場合には、申告特例対象年に支出した全ての寄付金（同項第４号に該当

　　　　　する場合にあっては、同号に係るものに限る。）について申告の特例の適用はうけられなくなり

　（注）　　地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄付者とは、(1)及び(2)に該当

　　　　　記載した確定申告書又は市町村民税・道府県民税の申告書を提出してください。

１．東北町に対する寄附に関する事項
寄 附 年 月 日 寄 附 金 額

令和　２年　４月　１日 ○○，○○○

２．申告の特例の適用に関する事項
　　申告の特例の適用を受けるための申請は、①及び②に該当する場合のみすることができます。①及び②

　に該当する場合、それぞれ下の欄の□にチェックをしてください。

　①　地方税法附則第７条第１項（第８項）に規定する申告特例対象寄附者である □

令和　年寄附分 　市町村民税 　　寄附金税額控除に係る申告特例申請書
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　道府県民税

令和　　年　　月　　日
整理番号

　　　　青森県東北町長　 殿

住　　所

フリガナ

氏　名 　東北　太郎 印

個人番号

性　別 男　　　　女

　　　　　ます。その場合に寄付金税額控除の適用を受けるためには、当該寄付金税額控除に関する事項を

電話番号 　０１７６-５６-３１１１ 生年月日

　　あなたが支出した東北町に対する寄付金について、地方税法附則第７条第１項（第８項）の規定による

　寄付金税額控除に係る申告の特例（以下「申告の特例」という。）の適用を受けようとするときは、下の

　欄に必要な事項を記載してください。

（注１）　　上記に記載した内容に変更があった場合、申告特例対象年の翌年の１月10日までに、申告特例

レ 

レ 

① 寄附する年を記入して下さい 

② 赤枠に必要事項を記入して下さい 

③ 赤枠に寄附年月日、寄付金額を記入して下さい 

④ 確定申告をしない場合、レを記入して下さい 

⑤ 寄附を６以上、地方公共団体にしない場合、レを記入して下さい 

【注意】 

ワンストップ特例は、確定申告等を行ったり、６以上の地方公共団体に寄附を行

うと、全ての寄付について適用を受けられなくなります。 

記入例 

個人番号(マイナンバー)は必ず記入して下さい 

添付書類貼付台紙

寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出する際、なりすまし防止の為にＡパターンまたはＢパターンの書類の提出をお願いします。

１、マイナンバーカードの写し（※両面）

１、通知カードの写しもしくは住民票（マイナンバーの記載あり）の写し
２、写真付き身分証１点の写しもしくは写真無し身分証２点の写し

※確認書類を貼るスペースが足りない場合は、貼らずに同封してください。

写真無し身分証２点の写し 住民票（マイナンバーの記載あり）の写し

※住所に相違がないかご確認ください。

※提出期限は、寄附を行った翌年１月１０日までに申請書と併せて東北町へ提
出をお願いします。

＜免許証・通知カード＞住所変更（新住所）の記載がある場合は、裏面の写しも提出してください。

【身元確認書類】 【番号確認書類】
写真付き身分証１点の写し 通知カードの写し

もしくは もしくは

Ａパターン

のりしろ のりしろ

【身元確認書類】 【番号確認書類】
マイナンバーカードの写し（表面） マイナンバーカードの写し（裏面）

Ｂパターン

のりしろ のりしろ

マイナンバーカードおよび申請者本人を確認できる書類

「マイナンバーカード」
を持っている人

【Ａパターン】

「通知カード」または
「個人番号通知書」を

持っている人

【Ｂパターン】

どちらも無い人

【Ｂパターン】

個人番号確認の
書類

マイナンバーカードの
裏面のコピー

通知カード※1のコ

ピー、または、個人番号

通知書のコピー

個人番号が記載された
住民票の写し

本人確認の書類
マイナンバーカードの
表面のコピー

＜写真付き身分証明書をお持ちでない方＞

下記いずれか２点の身分証のコピー

・公的医療保険の被保険者証（健康保険証）

・医療受給者証

・介護保険被保険者証

・各種年金証書

・特別児童扶養手当証書　　　　　等

担　当　青森県上北郡東北町役場企画課
連絡先　〒039-2492
　　　　青森県上北郡東北町上北南四丁目32-484
　　　　TEL　0176-56-3111
　　　　Mail kikaku@town.tohoku.lg.jp

「マイナンバーカード」も「通知カード（マイナンバーを通知するカード）」もない場合は、「個人番号が記載さ

れた住民票の写し」と「身分証のコピー」を申請書と一緒に郵送してください。

各自治体から手配されるマイナンバーカード、または通知カードのどちらかを持っている、もしくはどちらも持っ

ていない場合は、次の表を参照してください。

下記いずれか１点の身分証のコピー

（写真付き公的機関発行の身分証明書）

・運転免許証

・運転経歴証明書

・パスポート

・身体障害者手帳

・精神障害者保健福祉手帳

・療育手帳

・在留カード

・特別永住者証明書

※写真が表示され、氏名、生年月日、また住所が確

認できるようにコピーする

※1　個人番号通知カードについては、記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致する場合は、
マイナンバー（個人番号）を証明する書類として使用できます。
一致しない場合、個人番号通知カードはマイナンバー（個人番号）の証明としてはご利用いただけません。


